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の年金額から引かれる額（約３分の
１ずつの額）となります。
興年金からの天引きがない方
　７月中旬ごろに「後期高齢者医療
保険料決定通知書兼納入通知書」を
送付します。保険料は７～２月まで
の８期に分けてお支払いください。
　納付期間は、毎月の月末までで
す。近くの金融機関などで納付して
ください。
　自動支払いを希望される方は、同
封の「預金口座振替（自動払込）依
頼書」により金融機関での手続きが
必要です。
　第１期（納期限：７月３１日）につ
いては、口座振替（自動払込）の開
始時期に間に合いませんので、お近
くの金融機関などで納付書でお支払
いください。第２期（納付期限：９
月１日）以降口座振替（自動払込）
の開始が可能となります。
※ 現在、国の軽減措置は反映されて
いません。納付書による納付の方で
第１期のみの納付書を送付している
方は８月に軽減措置を踏まえた第２
～８期までの納付書を送付します。
　また、軽減措置に該当する方には
改めて納付書を送付します。
「東京いきいきネット」　　HP  http://
www.tokyo-ikiiki.netで情報提供を
行っています。ご利用ください。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２３）

■国民健康保険 
「限度額適用認定証」・「限度額
適用・標準負担額減額認定証」
　医療機関で１か月に支払った窓口
負担が自己負担限度額を超えた場
合、その超えた分があとで高額療養
費として支給されますが、国民健康
保険に加入し、保険料の滞納がない
７０歳未満の方が入院したとき、「限
度額適用認定証」(住民税非課税世帯
の方は「限度額適用・標準負担額減
額認定証」)を医療機関に提示するこ
とにより、入院時の１か月に支払う
窓口負担は自己負担限度額までとな
ります。
　自己負担限度額は毎年の所得によ
り決定しますので、７月末日までの
有効期限となっています。現在、認
定証をお持ちの方も申請による更新
が必要となります。
　なお、７０歳以上の方は、「高齢受給
者証」を提示することで同様の窓口
負担となります(住民税非課税世帯
の方は「標準負担額減額認定証」の
申請をしてください)。
恭申請窓口　健康年金課
　　　　　　（田無庁舎２階）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２１）

■後期高齢者医療保険料のお
支払い
　保険料の計算は、平成１９年中（１
～１２月まで）の所得に基づいて２０年
度の保険料を計算し、「後期高齢者
医療保険料額決定通知書」を７月中
旬以降に郵送します。
興年金天引きの方
　４月に保険料の仮決定通知を送付
していますが、１９年中の所得による
保険料の決定通知書を送付します。
　決定額から徴収済額（４月・６月・
８月）を引くと、１０月・１２月・２月

□申告期限　７月３１日昭まで
□提出先　市民税課（田無庁舎４階）
※郵送により提出可能。保谷庁舎・
出張所では受け付けできませんの
で、ご注意ください。

※申告された方
には、９月中旬
に該当・非該当
の決定通知を送
付します。
　詳しくは、６
月１５日号の市報
をご覧くださ
い。
◆市民税課 　田 
（札４６０－９８２７）

■国民健康保険料納入通知書
の発送
　国民健康保険料は、皆さんの医療
費をお支払いするための貴重な財源
です。納期限内に必ず納付するよう
ご協力ください。
～１０月から６５歳以上の国保加入者の
保険料が年金天引きに～
　次の①～③のすべてに該当する方
は、年金天引で保険料を納めてくだ
さい（特別徴収）。
①世帯主が国保の加入者であること
②国保の加入者全員が６５歳以上７５歳
未満であること
③特別徴収対象年金が年額１８万円以
上あり、かつ介護保険料と合わせて
年金額の２分の１を超えないこと
　該当する方は、納入通知書でお知
らせしています。該当されない方
と、今年度中に世帯主が７５歳到達に
より長寿医療制度（後期高齢者医療
制度）へ移行する場合は、今までど
おり納付書や口座振替で納めてくだ
さい。
～年金天引きから口座振替への変更～
　１０月から年金天引きの対象になっ
た方で国民健康保険料に未納のない
方は、年金天引きではなく口座振替
による納付を選ぶことができます。
口座振替の方で引き続き口座振替で
の納付を希望される方は、納入通知
書に同封の「納付方法変更依頼書」
に記入し、これから口座振替を申し
込む方は、金融機関などで手続きし
た後「口座振替依頼書（本人控）」を
持参し、７月中に健康年金課（田無
庁舎２階）へ申請してください。８
月以降も受け付けますが、申請の時
期により１２月分以降の年金からの変
更となります。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２２）

 申請な
ど 

■西東京市民カードの破損な
どによる引き替え
　西東京市民カードで８けたの番号
の左３けたが「０１０」・「０１１」である
ものは、生分解性プラスチック（水
や炭酸ガスなどに分解し、自然に還
元する）カードです。このカードは、
弾力性が弱く割れやすいとの指摘を
受けています。破損などを確認した
ときは、引き替えますので窓口へお
持ちください。
□手続きに必要なもの
①認め印
②破損した西東京市民カード
③窓口に来られた方の本人確認がで
きるもの（運転免許証、パスポート、
健康保険証な

ど）
④代理人選任届（本人自筆）
※代理人による申請の場合
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

 税・保険・年金 

■平成１９年に所得が減って所
得税が課されなくなった方
　平成１９年度分の市・都民税額を税
源移譲前の税率を適用した税額まで
減額する措置（所得変動に係る経過
措置）が特例的に講じられます。
　この措置による市・都民税の減額
を受けるためには申告が必要です。
□対象者　次の①と②の両方に該当
する方
①平成１９年度分市・都民税の合計課
税所得金額（申告分離課税分を除く）
＞所得税と市・都民税の人的控除の
差の合計額
②平成２０年度分市・都民税の合計課
税所得金額（申告分離課税分を含む）
≦所得税と市・都民税の人的控除の
差の合計額
※課税所得金額…所得金額から所得
控除金額を引いた金額
※人的控除の差…右上表参照
□対象外の方
司平成１９年中に亡くなられた方や、
海外へ転出され平成２０年１月１日現
在国内に居住されていない平成２０年
度住民税の納税者とならない方
司寄附金控除などの人的控除以外の
控除額が増額したり、住宅ローン控
除などによって所得税が課税されな
くなった方
司平成１９年度市・都民税が非課税の
方
□申告方法　「平成１９年度分市民税・
都民税減額申告書」を提出してくだ
さい。添付書類は不要。
　平成１９・２０年度とも市に課税資料
があり賦課決定している方で、この
措置に該当する方には６月末に申告
書を送付しました。申告期間内に提
出してください。

恭入院時食事・生活療養標準負担額

生活療養標準負担額
（療養病床に入院す
る場合）

食事療養
標準負担額

自己負担額（月額）
負担
区分

所得
区分

（外 来 ＋ 入
院）世帯ご
と

外来
（個人ごと）

１食２１０円
（居住費）
１日３２０円

直近１２か月で９０
日を超える入院９０日までの入院

２４，６００円

８，０００円１割

低所得
実 １食

１６０円
１食
２１０円

１食１３０円
（居住費）
１日３２０円

１食　１００円

１５，０００円

低所得
質

１食１００円１食　１００円老齢福祉
年金受給者

□所得税と市・都民税の人的控除の差額
差額控除の種類
５万円一般（７０歳未満）配偶者

控　除 １０万円老人（７０歳以上）
５万円３８０，００１～３９９，９９９円

配偶者
所得額

配偶者
特　別
控　除

３万円４００，０００～４４９，９９９円
０円４５０，０００～７５９，９９９円
５万円一般

扶　養
控　除

１８万円特定（１６歳～２２歳）
１０万円老人（７０歳以上）
１３万円同居老親
１２万円同居特別障害者加算
１万円普通障害者

控　除 １０万円特別
１万円一般寡　婦

控　除 ５万円特別
１万円寡夫控除
１万円勤労学生控除
５万円基礎控除

０１０●●●●●

■後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定証の更新
　後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定証は７月３１日で使
用期限が切れます。
　これに伴い、８月以降も引き続き認定証の交付を受ける方・新規に認
定証が必要な方は申請が必要です。
　現在、認定証をお持ちの方には、お知らせと申請書を送付しました。
　対 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が１割負担の方
①低所得衛…世帯員全員が市民税非課税の世帯に属する方
②低所得英…世帯員全員が市民税非課税で、全員が市民税の所得額が０
円の世帯に属する方（ただし、公的年金は控除を８０万円として計算）
恭入院時食事・生活療養標準負担額　下表参照
　ただし、現在入院をしていない方は、今回申請をしなくても必要に応
じ随時交付します。認定日は、申請した月の初日からです。必要になっ
たときに申請をしてください。詳しくはお問い合わせください。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２３）


